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当社が管理会社となっている ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド（銘柄コード：1349）

（以下「本信託」といいます。）につきまして、マネージャーとしての当社と、受託者としての

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、第

7 変更証書（本信託の 2005 年 6 月 21 日付信託証書（その後の変更を含み、以下「本信託証

書」といいます。）を修正し書き換えるもの）を締結いたしました。 

 

第 7 変更証書による変更は、香港証券取引所による取引規定の変更に平仄を合わせるため「営

業日」、「非常事態」、「香港営業日」の定義の更新ならびに対応する「悪天候事態」および「悪

天候取引日」の定義の追加を行うためのものです。 

 

第 7 変更証書は、2024 年 9 月 23 日より発効しております。 

 

 

別紙 本信託証書の新旧対照表（和訳） 

以  上 



別紙 

 

本信託証書の新旧対照表（和訳） 

 

第 7 変更証書の改訂後の条文 
（2024 年 9 月 23 日より有効） 

本信託証書の改訂前の条文 

1.1 
文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下

の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ

た意味を有するものとする。 

1.1 
文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下

の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ

た意味を有するものとする。 

(中略) (中略) 

｢シンガポール通貨庁｣とは、シンガポールの

1970 年シンガポール通貨監督庁法により設

置されたシンガポール通貨監督庁をいう。 

｢シンガポール通貨庁｣とは、シンガポールの

シンガポール通貨監督庁法(第 186 章)により

設置されたシンガポール通貨監督庁をいう。 

(中略) (中略) 

｢営業日｣とは、シンガポールおよび香港で商

業銀行が営業し、(i)香港証券取引所が通常取

引を行っており(悪天候取引日を含み、香港証

券取引所における取引が、平日の通常終業時

前に終了することが予定されている日を除

く。)、かつ(ii)パン・アジア指数が集計され、

公表される日(または本マネージャーおよび

本受託者が随時決定するその他の日)をいう。 

｢営業日｣とは、シンガポールおよび香港で商

業銀行が営業し、(i)香港証券取引所が通常取

引を行っており(香港証券取引所における取

引が、平日の通常終業時前に終了することが

予定されている日を除く。)、かつ(ii)パン・ア

ジア指数が集計され、公表される日をいう。

ただし、香港証券取引所が当該日の取引を正

式に開始した後かつ香港証券取引所が当該日

の取引を正式に終了する前のいかなるときに

おいて、台風警報シグナル 8 以上、｢黒色｣暴

風雨警報(もしくは本受託者が事実上これに

類似すると判断する警報もしくはシグナル)
または非常事態(本信託証書に定義される。)
の宣言が、香港で発令されている日(または本

マネージャーおよび本受託者が随時決定する

その他の日)を除く。 

(中略) (中略) 

｢CPF 法｣とは、シンガポールの 1953 年中央

積立基金法をいう。 
｢CPF 法｣とは、シンガポールの中央積立基金

法(第 36 章)をいう。 

(中略) (中略) 

｢非常事態｣とは、深刻な公共交通機関の混乱、

重大な洪水、大規模な地滑り、大規模な停電

その他の有事に起因して、香港のいずれかの

政府当局により宣言される｢非常事態｣の発生

をいう。 

｢非常事態｣とは、深刻な公共交通機関の混乱、

重大な洪水、大規模な地滑り、大規模な停電

その他の有事に起因して、台風警報シグナル

8 以前にまたは台風警報シグナル 3 もしくは

それ以下に替えて香港のいずれかの政府当局

により宣言される｢非常事態｣の発生をいう。 

(中略) (中略) 

｢香港営業日｣とは、香港証券取引所が通常取

引を行っている日(悪天候取引日を含む。)を
いう(香港証券取引所における取引が、平日の

｢香港営業日｣とは、香港証券取引所が通常取

引を行っている日をいう(香港証券取引所に

おける取引が、平日の通常終業時前に終了す



第 7 変更証書の改訂後の条文 
（2024 年 9 月 23 日より有効） 

本信託証書の改訂前の条文 

通常終業時前に終了することが予定されてい

る日(または本マネージャーおよび本受託者

が随時決定するその他の日)を除く。)。 

ることが予定されている日を除く。)。ただし、

香港証券取引所が当該日の取引を正式に開始

した後かつ香港証券取引所が当該日の取引を

正式に終了する前のいかなるにときにおい

て、台風警報シグナル 8 以上、｢黒色｣暴風雨

警報(もしくは本受託者が事実上これに類似

すると判断する警報もしくはシグナル)また

は非常事態(本信託証書に定義される。)の宣

言が、香港で発令されている日(または本マネ

ージャーおよび本受託者が随時決定するその

他の日)を除く。 

(中略) (中略) 

｢証券先物法｣とは、シンガポールの 2001 年

証券先物法をいう。 
｢証券先物法｣とは、シンガポールの証券先物

法(第 289 章)をいう。 

(中略) (中略) 

｢悪天候事態｣とは、以下のいずれかの発生を

いう。香港天文台より台風警報シグナル 8 以

上または黒色暴風雨警報が発令された、もし

くは香港のいずれかの政府当局により非常事

態(本信託証書に定義される。)の宣言がされ

た。 

[新設] 

｢悪天候取引日｣とは、香港で悪天候事態が発

生している香港の祝日を除く月曜日から金曜

日までの日をいう。 

[新設] 

(中略) (中略) 

27.28.1 自己の証券または本マネージャーに

関連する(シンガポールの 1967 年会

社法第 6 条で定義する。)いずれかの

会社(銀行を含む。)(以下｢関連会社｣

という。)の証券(本マネージャーま

たはその関連会社が管理する集団投

資スキームの証券を除く。)に本信託

の金銭を投資すること。ただし、本

信託が独立当事者により構築され、

シンガポール通貨庁の承認を受け

た、幅広く受け入れられている指数

を基準としている場合、本信託の金

銭は、本マネージャー自身またはそ

の関連会社の証券に、かかる指数に

おける当該証券の組入比率を上限と

して投資することができる。 

27.28.1 自己の証券または本マネージャーに

関連する(シンガポール会社法(第 50
章)第 6 条で定義する。)いずれかの

会社(銀行を含む。)(以下｢関連会社｣

という。)の証券(本マネージャーま

たはその関連会社が管理する集団投

資スキームの証券を除く。)に本信託

の金銭を投資すること。ただし、本

信託が独立当事者により構築され、

シンガポール通貨庁の承認を受け

た、幅広く受け入れられている指数

を基準としている場合、本信託の金

銭は、本マネージャー自身またはそ

の関連会社の証券に、かかる指数に

おける当該証券の組入比率を上限と

して投資することができる。 

27.28.2 関連会社に本信託の金銭を貸し付け

ること。ただし、1970 年シンガポー

ル銀行法に基づく免許を受けた銀行

27.28.2 関連会社に本信託の金銭を貸し付け

ること。ただし、シンガポール銀行

法(第19章)に基づく免許を受けた銀



第 7 変更証書の改訂後の条文 
（2024 年 9 月 23 日より有効） 

本信託証書の改訂前の条文 

および外国の同様の法律に基づく免

許を受けたその他の預金受入機関で

ある関連会社に対して本信託の通常

取引において行った預金は、貸し付

けた金銭とは解釈されないものとす

る。 

行および外国の同様の法律に基づく

免許を受けたその他の預金受入機関

である関連会社に対して本信託の通

常取引において行った預金は、貸し

付けた金銭とは解釈されないものと

する。 

44. 本信託証書の当事者以外の者は、

2001 年シンガポール契約法(第三者

の権利)に基づき本信託証書の条件

を執行する権利を有しない。ただし、

本第 44 条のいかなる規定も、本信託

証書に明示に定める本信託証書の条

件を執行する本受益者または本参加

者の権利に影響しないものとする。 

44. 本信託証書の当事者以外の者は、シ

ンガポール契約法(第三者の権利)(第
53B 章)に基づき本信託証書の条件

を執行する権利を有しない。ただし、

本第 44 条のいかなる規定も、本信託

証書に明示に定める本信託証書の条

件を執行する本受益者または本参加

者の権利に影響しないものとする。 

 

以  上 


